
                               

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

忍込み・・・・１件 

器物損壊・・・３件 

自転車盗・・・３件 

車上ねらい・・１件 

部品ねらい・・４件 

万引き・・・・２件 

詐欺・・・・・１件 

その他・・・・４件 

 

 

○わずかな時間、自宅や 

  駐輪場でも施錠する。 

○路上駐輪をしない。 

○防犯登録をする。 
 

 

駐車監視員活動ガイドラインの改定 

 現在、東入間警察署管内にあります東武東上線の４駅（上福岡駅、ふじみ野駅、

鶴瀬駅、みずほ台駅）を中心に活動区域としておりますが、令和５年４月１日から

活動区域が一部縮小・拡大されます。 

 詳しくは、埼玉県警ホームページをご覧いただくか、東入間警察署交通課までお

問い合わせください。 

 お問い合わせ先 埼玉県東入間警察署交通課 ☎０４９－２６９－０１１０ 
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